
家賃・家賃債務保証料の低廉化支援

家賃低廉化に係る補助 家賃債務保証料の低廉化に係る補助

事業主体等 大家等 家賃債務保証会社等

低廉化対象世帯
月収15.8万円（収入分位25%）以下の世帯
※ 生活保護（住宅扶助）及び生活困窮者自立支援制度（住居確保給付金）を受給している世帯

を除く。

補助率・
補助限度額

国１／２＋ 地方１／２
（国費限度額：２万円／戸・月）

国１／２＋地方１／２
（国費限度額：３万円／戸・年）

※ 家賃と保証料に係る支援は、合計して24万円／戸・年を限度として併用可能。

低廉化前の家賃 近傍同種家賃と均衡を失しないこと。

支援期間
・管理開始から原則10年以内等
※ ただし、同一入居者への補助の総額が国費で

240万円を超えない場合は、最長20年間
－

その他の要件
・高齢者を対象とする場合、高齢者居住安定確

保計画等において、対象とする高齢者の考え
方及び対象者数を明示すること。

－

住宅確保要配慮者専用の住宅について、家賃及び家賃債務保証料の低廉化に係る
費用に対して補助を行う。


